
 

神奈川県監査委員公表第 14号 

 

監査の結果により講じた措置について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 12 項の規定に基づき、神奈川県教育委員会教育長か

ら監査の結果により措置を講じた旨の通知があったので、その内容を公表する。 

 

  平成 30年８月 21日 

神奈川県監査委員  村 上 英 嗣 

同                 髙 岡   香 

同                 太 田 眞 晴 

同                 佐 藤   光 

同                 髙 橋   稔 

 

１ 措置の対象となった監査の結果 

平成 29年 12月８日（神奈川県公報号外第 53号）神奈川県監査委員公表第 13号で公表した不適切事

項又は要改善事項のうち教育委員会分 26箇所（既報告の５箇所を除く。）に係る 36事項 

２ 監査の結果及び講じた措置の内容 

 本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施箇所名 監査実施日 監査の結果 措置の内容 

行政部財務課 平成29年８月

３日（平成29

年６月12日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、

平成 28 年度に開催し

た県立高校施設等整備

に伴う化学物質過敏症

等対策検討委員会の出

席委員への謝礼金１件、

34,000円について、支出

負担行為としての整理

が年度を超えていたた

め、平成 29 年度の歳出

として整理する必要が

あったにもかかわらず、

平成 28 年度予算により

支出していた。 

２ 契約事務において、平成

28 年度英語教員海外研修

実施事業等２件の海外旅

行の委託契約（契約額計

7,754,400 円）の締結に当

たり、消費税法では課税対

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 予算の執行については、報

償費が、地方自治法施行令第

143 条第１項第４号で定める

「工事請負費、物件購入費、運

賃の類及び補助費の類で相手

方の行為の完了があった後支

出するもの」に該当するもの

と考え、当該対策委員会の履

行確認を完了した日（平成 29

年３月 30日）の属する予算年

度（28年度）で支出したもの

である。 

  今後は、このようなことが

ないよう、年度末に実施する

会議等への報償費について

は、会議等の開催前に支出負

担行為の決裁を得ることによ

り、適正な事務執行に努める



 

象外となっている国外取

引の宿泊料などを含めた

全額を課税対象として算

定したため、契約書に記載

する消費税及び地方消費

税額が過大であった。 

（要改善事項） 

「県立学校におけるプー 

ル用水道の使用に関する件」 

 県立学校におけるプール

用水道について、水道事業者

へ一時的な使用休止を連絡

することにより、水道を使用

しない期間に係る基本料金

を節減することができる状

況にあるにもかかわらず、こ

れを行わずに基本料金を支

払っているものがあった。 

（以下平成 29 年 12 月８日

付（神奈川県公報号外第 53

号）神奈川県監査委員公表第

13 号中、第３ 監査の結果 

４（2）⑪のとおり。） 

こととした。 

２ 契約事務については、消費

税法の課税対象となっている

国内取引について、国内で契

約した請負契約であっても役

務の提供場所が海外ならば課

税対象外であることを知らな

かったため、契約書に記載す

る消費税及び地方消費税額に

課税対象外の経費を含めて記

載したことによるものであ

る。 

今後は、このようなことが

ないよう、課税対象か非課税

対象かの区分を示す必要があ

る事項等については、見積書

の提出依頼等の時に書面上に

明記することなどにより、適

正な事務の執行に努めること

とした。 

 

要改善事項については、監査

の結果を踏まえ、県立学校にお

けるプール用水道の執行につい

て不要な経費を発生させること

がないよう各県立学校長に対

し、周知徹底を行った。また、か

ながわグループウェアシステム

内にある財務課所属ページ「経

理ナビゲーション」において、当

該通知を掲載し、本件につき周

知徹底を図るよう改善を行っ

た。 

指導部高校教育

課 

平成29年８月

３日（平成29

年６月14日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、平

成 28 年度英語教員海外

研修実施事業等２件の

海外旅行の委託契約（契

約額計 7,754,400 円）の

締結に当たり、消費税法

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 契約事務については、消費

税法の課税対象となっている

国内取引について、国内で契

約した請負契約であっても役



 

では課税対象外となっ

ている国外取引の宿泊

料などを含めた全額を

課税対象として算定し

たため、契約書に記載す

る消費税及び地方消費

税額が過大であった。 

２ 財産管理事務において、

神奈川県が作成した著作

物である「輝けきみの明日

－行きたい・知りたい公立

高校－平成 29 年度入学生

にむけて」に係る著作権の

利用許諾について、神奈川

県県有財産規則の規定に

反し、県有財産台帳に登載

していなかった。 

（要改善事項） 

「県立高等学校及び県立中

等教育学校に対する外国語

指導助手の派遣に関する件」 

 県立高等学校及び県立中

等教育学校（以下「学校」と

いう。）は、外国語指導助手業

務委託契約（平成 28 年度の

契約総額 270,563,877円）に

より、ネイティブスピーカー

の外国語指導助手（以下「指

導助手」という。）の派遣を受

けているが、学校側の事情等

により指導助手の派遣がキ

ャンセルされた回数が 1,159

回に及んでいた。 

（以下平成 29年 12月８日

付（神奈川県公報号外第 53

号）神奈川県監査委員公表

第 13号中、第３ 監査の結

果 ４（1）のとおり。） 

務の提供場所が海外ならば課

税対象外であることを知らな

かったため、契約書に記載す

る消費税及び地方消費税額に

課税対象外の経費を含めて記

載したことによるものであ

る。 

今後は、このようなことが

ないよう、課税対象か非課税

対象かの区分を示す必要があ

る事項等については、見積書

の提出依頼等の時に書面上に

明記することなどにより、適

正な事務執行に努めることと

した。 

２ 財産管理事務については、

県有財産台帳へ登載が必要で

あるという認識が不足してい

たことによるものであり、平

成 29年 10月 25日に県有財産

台帳に登載した。 

今後は、このようなことが

ないよう、人事異動等があっ

ても確実に事務を引き継げる

よう、事務をマニュアル化す

ることにより、適正な事務執

行に努めることとした。 

 

要改善事項については、学校

側の事情等によるキャンセルが

発生しないよう、管理職、外国語

指導助手担当者及び英語科教員

に指導を徹底した。 

指導部保健体育

課 

平成29年８月

３日（平成29

（不適切事項） 

 支出事務において、自動

 

不適切事項については、事業



 

年６月15日職

員調査） 

体外式除細動器賃貸借及

び保守契約（長期継続契

約、契約総額 14,067,459

円）に係る平成 28 年４月

分リース料１件、234,457

円について、支払期限まで

に支払を行っていなかっ

た。その結果、遅延利息 200

円を支払っていた。 

担当者と経理担当課の担当者と

の間で、執行書類のやりとりの

際に、支払手続状況の共有・確認

が徹底できていなかったことに

よるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、経理担当課との連携を

密にするとともに、支出事務に

関する研修を実施することによ

り、適正な事務執行に努めるこ

ととした。 

支援部特別支援

教育課 

平成29年８月

３日（平成29

年６月19日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、特

別支援学校情報教育機

器賃貸借及び保守契約

（長期継続契約、契約総

額68,455,800円）に係る

平成 28年度３月分リー

ス料950,775円及び特別

支援学校生徒用サーバ

機器賃貸借及び保守契

約（長期継続契約、契約

総額20,139,840円）に係

る平成 28年度３月分リ

ース料279,720円の支払

について、支払期限を29

日超過して支払ってい

た。その結果、遅延利息

計2,800円を支払ってい

た。 

２ 工事事務において、秦

野養護学校測量業務委

託 契 約 （ 契 約 額

4,773,600円）について、

隣接地権者との境界が

確定していたことが業

務着手後の調査で判明

したことから、この部分

に係る用地測量業務（境

界確認）を減工して変更

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 支出事務については、支払

の履行確認を徹底していなか

ったことによるものである。 

今後は、このようなことが

ないよう、支払確認表を作成

することにより、適正な事務

執行に努めることとした。 

２ 工事事務については、用地

測量業務（境界確認）の内容に

ついて、担当者の認識が不足

していたことによるものであ

る。 

今後は、技術担当職員との

連携を密に行うことにより、

適正な事務執行に努めること

とした。 



 

契約を締結すべきとこ

ろ、これを実施しなかっ

た た め 、 契 約 額 が

440,640円 過 大 で あ っ

た。 

生涯学習部生涯

学習課 

平成29年８月

３日（平成29

年６月21日職

員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、人事

給与システムに入力され

ていなかったため、週休日

に勤務し、週休日の振替を

行わなかった職員１名に

対して、時間外勤務手当２

件、25,911 円を支給してい

なかった。 

 

 

 

 

 

不適切事項の時間外勤務手

当については、職員の手続の失

念及び監督者の確認不足による

ものであり、支給されていなか

った時間外勤務手当を平成29年

10月 16日に本人に支給した。 

今後は、このようなことがな

いよう、事前命令の徹底など課

内における庶務事務手続の周知

徹底を図るとともに、失念等に

よる手続の漏れを防止するた

め、週休日の職員の出勤状況を

毎月確認することにより、適切

な事務執行に努めることとし

た。 

 

 出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施箇所名 監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県教育委

員会教育局学校

事務センター 

平成29年９月

６日（平成29

年５月22日か

ら同月24日ま

で職員調査） 

（不適切事項） 

収入事務において、給与・

諸手当返納に係る収入未済

２件、322,414 円について、

神奈川県財務規則の規定に

反し、納付期限後 20日以内に

督促状を発行していなかっ

た。 

 

不適切事項については、別人

の納入済みの領収書（写）を当該

債務者の収入調定伺いに添付し

たことにより、既に納付済と誤

認していたこと及び納入状況の

確認に見落としがあったことに

よるものである。 

 今後は、このようなことがな

いよう、進行管理表による管理

を徹底するとともに、複数の担

当者による確認を行うことによ

り、適正な事務執行に努めるこ

ととした。 

神奈川県教育委 平成29年５月 （不適切事項）  



 

員会教育局湘南

三浦教育事務所 

８日（平成29

年２月16日職

員調査） 

収入事務において、過年度

分給与等の返納に係る未納

者への督促状の発行に当た

り、当該発行日から起算して

10日を経過した日を指定期

限とすべきところ、神奈川県

財務規則の規定に反し、10日

を経過した日以外の日とし

ているものが２件、875,279

円あった。 

不適切事項については、督促

状作成過程において、神奈川県

財務規則の確認が不十分であっ

たことによるものである。 

今後はこのようなことがない

よう、督促状の発行に当たって

は、担当者は必ず発行日・指定期

限について確認してから起票す

るよう給与課員全員に周知する

とともに、複数の職員による確

認を一層徹底することにより、

適正な事務執行に努めることと

した。 

神奈川県立図書

館 

平成29年４月

21日（平成29

年３月14日職

員調査） 

（不適切事項） 

予算の執行において、後納

郵便代（９件、235,128円）の

執行に当たり、神奈川県財務

規則の規定に反し、支出負担

行為及び支出命令について、

館長決裁とすべきところ、副

館長の専決として処理して

いた。 

 

不適切事項については、神奈

川県財務規則第 19 条第１項第

７号（知事が別に指定する支出

負担行為）の規定を見落として、

同条第２項第１号（維持管理費

の副所長専決）を誤って適用し

たものである。 

今後はこのようなことがない

よう、出納員及び担当職員の事

務引継事項とすることにより、

適正な事務執行に努めることと

した。 

神奈川県立鶴見

高等学校 

平成29年６月

20日（平成29

年４月28日職

員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、修学旅 

行等引率指導業務に係る教

員特殊業務手当について、泊

を伴う修学旅行の最終日は

手当の支給対象ではないと

誤認したため、11件、44,000

円が支給不足であり、また、

特殊勤務手当実績整理簿へ

記載していなかったため、１

件、16,000円を支給していな

かった。 

 

不適切事項の教員特殊業務手

当については、修学旅行等引率

指導業務に係る教員特殊業務手

当の理解が不十分であったこと

によるものであり、当該手当に

ついては、平成29年６月16日に

支給した。 

今後は、このようなことがな

いよう、修学旅行引率業務の引

継ぎ資料に教員特殊勤務実績整

理簿の作成方法を記載すること

により、適正な事務執行に努め

ることとした。 



 

神奈川県立横浜

翠嵐高等学校 

平成29年６月

26日（平成29

年４月17日職

員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、部活動

指導業務に係る教員特殊業

務手当について、同一内容の

特殊勤務実績整理簿が誤っ

て二重に提出されているこ

とを看過したため、１件、

5,600円を過大に支給してい

た。 

 

不適切事項の教員特殊業務手

当については、特殊勤務実績整

理簿の提出に係る進行管理が不

十分であったことによるもので

ある。 

過大に支給した当該教員特殊

業務手当については、平成 29年

５月 16 日に本人から返納され

た。 

 今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による確認

体制を強化することにより、適

正な事務執行に努めることとし

た。 

神奈川県立横浜

立野高等学校 

平成29年９月

11日（平成29

年１月17日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 財産管理事務において、

平成26年３月の新校舎設

置などに伴い取得した工

作物について、当初の登録

を失念したことなどが判

明したため、平成28年度に

４件、49,631千円の減額修

正及び11件、8,195千円の

新規登録を行っており、工

作物台帳の補正が著しく

遅延していた。 

２ 物品管理事務において、

次のとおり誤りがあった。 

(1) 平成25年度から平成

27年度にかけてＰＴＡ

等から寄附を受けた物

品であるプレジデント

用飾棚ほか８品目（価格

合計1,872,799円）につ

いて、いずれも取得年度

に寄附受入手続及び物

品取得手続を行ってお

らず、これらの手続が著

しく遅延していた。 

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 財産管理事務については、

取得手続に対する認識が不足

していたことによるものであ

る。 

今後は、このようなことが

ないよう、財産の取得があっ

た場合には速やかに手続を行

うことにより、適正な事務執

行に努めることとした。 

２ 物品管理事務については次

のとおりである。 

(1) 物品の取得手続が遅延し

ていたことについては、取

得手続をすることに対する

認識が不足していたことに

よるものである。 

今後は、このようなこと

がないよう、寄附申出があ

った場合には速やかに手続

を行うことにより、適正な

事務執行に努めることとし

た。 



 

(2) 平成26年３月の新校舎

設置に伴い、工事等によ

り取得した動産につい

て、校舎移転後速やかに

設備から物品への編入

による取得手続をすべ

きところ、取得時点から

著しく遅延した平成28

年11月22日に重要物品

４品目５点を含む備品

16品目26点（価格合計

12,276,700円）の取得手

続を行っていた。 

(2) 物品の編入手続が遅延し

ていたことについては、編

入手続をすることに対する

認識が不足していたことに

よるものである。 

今後は、このようなこと

がないよう、工事に伴い物

品の設置があった場合に

は速やかに手続を行うこ

とにより、適正な事務執行

に努めることとした。 

神奈川県立永谷

高等学校 

平成29年４月

12日（平成29

年３月10日職

員調査） 

（不適切事項） 

物品管理事務において、

体育館ステージ引幕ほか

４品目（総評価額1,676,770円）

の寄附受入れに当たり、寄

附物品が実際に納入され、

当校が使用開始した日と

は異なる寄附申込日、物品

取得日により寄附受入手

続を行ったため、誤った受

入日が備品台帳に記載さ

れていた。 

 

 不適切事項については、神奈

川県財務規則等の理解及び遵守

が不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことがな

いよう、規則等の周知徹底を図

るとともに、複数の職員による

確認体制を強化することによ

り、適正な事務執行に努めるこ

ととした。 

神奈川県立二俣

川看護福祉高等

学校 

平成29年６月

５日（平成29

年２月９日職

員調査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、 

共架柱２本に係る教育財

産の目的外使用許可につ

いて、事業者が許可申請せ

ずに設置していることを

設置から 10 年以上経過し

た平成 28 年 11 月に発見

したため、不当利得返還請

求権に基づく過年度の使

用料相当額 71,922 円のう

ち 36,503 円が事業者の消

滅時効援用により、徴収で

きなかった。 

 

不適切事項については、教育

財産の目的外使用許可該当事案

の発見の遅れによるものであ

り、財産管理における現地状況

確認不足により起こったことに

よるものである。 

今後は、このようなことがな

いように、定期的な確認及び見

回りを行うことにより、適正な

事務執行に努めることとした。 

神奈川県立氷取 平成29年７月 （不適切事項）   



 

沢高等学校 19日（平成29

年５月19日職

員調査） 

財産管理事務において、次

のとおり誤りがあった。 

１  教育財産の目的外使

用許可に当たり、教育財

産の管理等に関する規

程に反し、売店設置のた

めの許可 1 件（許可面積

35.52 ㎡、使用料免除）

について、教育長決裁と

すべきところ校長決裁

により許可していた。 

２  教育財産の目的外使

用許可に当たり、行政財

産の用途又は目的を妨

げない限度における使

用に係る使用料に関す

る条例の規定に反し、消

費税及び地方消費税相

当額を含めていなかっ

たため、使用料を誤って

許可していた。これによ

り使用料 1 件、221 円が

徴収不足であった。 

不適切事項の財産管理事務に

ついては、次のとおり措置した。 

１ 決裁権限者を誤ったまま許

可したことについては、根拠

規定の理解不足と相互確認が

不足していたことによるもの

である。 

今後は、このようなことが

ないよう、関係規定等の理解

向上を図るとともに、関係職

員の確認体制を強化すること

により、適正な事務執行に努

めることとした。 

２ 消費税及び地方消費税相当

額の徴収不足については、関

係法令の理解不足と職員相互

の確認体制が充分に機能して

いなかったことによるもので

あり、平成 29 年 10 月２日に

調定を行い、同年 10 月 23 日

に収入済みである。 

今後は、このようなことが

ないよう、根拠規定の再確認

を行い、関係職員の確認体制

を強化することにより、適正

な事務執行に努めることとし

た。 

神奈川県立横浜

緑園高等学校 

平成29年６月

13日（平成29

年４月12日職

員調査） 

（不適切事項） 

物品管理事務において、

郵便切手の管理に当たり、

平成 29 年３月 27 日の払

出額を誤認し、印紙類出納

簿へ 600 円過大に記載し

たため、同日以後の帳簿残

高が 600 円過少であった。 

  

不適切事項については、郵便

切手の払出しにおいて、確認を

怠ったことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、切手の在庫と帳簿の確

認を徹底することにより、適正

な事務執行に努めることとし

た。 

神奈川県立菅高

等学校 

平成29年５月

10日（平成29

年４月12日職

員調査） 

（不適切事項） 

収入事務において、教育 

財産の目的外使用許可に

係る使用料の収入未済１

 

不適切事項については、進行

管理が不十分であったことによ

るものである。 



 

件、830 円について、神奈

川県財務規則の規定に反

し、督促状を発行していな

かった。 

今後は、このようなことがな

いよう、確認体制を強化するこ

とにより、適正な事務執行に努

めることとした。 

神奈川県立高浜

高等学校 

平成29年７月

21日（平成29

年５月９日職

員調査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、

教育財産の目的外使用許

可に当たり、行政財産の用

途又は目的を妨げない限

度における使用に係る使

用料に関する条例の規定

に反し、消費税及び地方消

費税相当額を含めていな

かったため、使用料の算定

を誤って許可しているも

のがあった。これにより使

用料２件、309 円が徴収不

足であった。 

 

不適切事項については、担当

者が使用料に消費税及び地方消

費税相当額を含める認識がなか

ったこと及び管理職の使用許可

内容の確認が不十分であったこ

とによるものであり、徴収不足

分については平成 29 年７月 28

日に 162 円及び８月４日に 147

円を収入済である。 

今後は、このようなことがな

いよう、条例等法令の遵守及び

確認体制の強化を図ることによ

り、適正な事務執行に努めるこ

ととした。 

神奈川県立平塚

湘風高等学校 

平成29年５月

25日（平成29

年３月22日職

員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、次

のとおり誤りがあった。 

１ 修学旅行等引率指導

業務及び部活動指導業

務に係る教員特殊業務

手当について、特殊勤

務手当実績整理簿へ記

載 し て い な か っ た た

め、18 件、21,500 円を

支給していなかった。 

２  遠足引率旅行に係る

旅費について、人事給与

システムへ入力されて

いなかったため、１件、

3,071円を支給していな

かった。 

 

不適切事項の庶務事務につい

ては、次のとおり措置した。 

１ 修学旅行等引率指導業

務及び部活動指導業務に

係る教員特殊業務手当につ

いては、事務執行に対する

基本的認識の欠如及び理解

が不十分であったことに

よるものであり、修学旅行

等引率指導業務に係る教

員特殊業務手当について

は、平成 29 年３月 27 日に

本人が申請を行い、同年４

月 17 日に支給済であり、

また、部活動指導業務に係

る教員特殊業務手当につ

いては、平成 29 年４月５

日に本人が申請を行い、同

年５月 16 日に支給済であ

る。 



 

今後は、このようなことが

ないよう、事務手続の理解の

向上を図るとともに、管理職

員及び複数の職員による確認

体制を強化することによ

り、適正な事務執行に努める

こととした。 

２ 遠足引率旅行に係る旅費に

ついては、事務執行に対す

る基本的認識の欠如及び

理解が不十分であったこと

によるものであり、平成 29

年３月 29 日に本人が申請

を行い、同年４月４日に支

給済である。 

今後は、このようなことが

ないよう、事務手続の理解の

向上を図るとともに、管理職

員及び複数の職員による確認

体制を強化することによ

り、適正な事務執行に努める

こととした。 

神奈川県立藤沢

総合高等学校 

平成29年６月

７日（平成29

年４月10日職

員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、全国高 

等学校美術、工芸教育研究大

会（2016千葉大会）への参加

に伴う旅費の支給に当たり、

開催に先立って主催者が送

付した通知文では、県と主催

者の間における旅費の負担

範囲が不明確であったにも

かかわらず、このことについ

て主催者に確認しなかった

ため、主催者が全額負担して

いた旅費２件、10,568円を支

給していた。 

 

不適切事項の旅費について

は、旅費負担について主催者へ

の確認が不十分であったことに

よるものであり、過大に支給し

ていた旅費については平成 29

年４月 19 日に本人から返納さ

れた。 

今後は、このようなことがな

いよう、旅費負担の明確でない

ものについては、職員及び命令

権者が主催者への確認を確実に

行うことにより、適正な事務執

行に努めることとした。 

神奈川県立中央

農業高等学校 

平成29年９月

５日（平成29

年４月27日職

員調査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、行 

政財産の用途又は目的を妨

げない限度における使用に

 

不適切事項については、職員

の行政財産の用途又は目的を妨

げない限度における使用に係る



 

係る使用料に関する条例の

一部改正に伴う教育財産の

使用許可の変更に当たり、平

成28年３月31日までに平成

28年度以降の使用料につい

て変更の許可を行うべきと

ころ、遅延している（変更許

可日：平成29年３月16日）も

のが１件あった。 

使用料に関する条例等の理解不

足や複数職員による確認が不十

分であったことによるものであ

り、使用料は平成 29 年３月 21

日に収入済である。 

今後はこのようなことがない

ように、複数職員による確認を

徹底することにより、適正な事

務執行に努めることとした。 

神奈川県立海老

名高等学校 

平成29年７月

21日（平成29

年４月27日職

員調査） 

（不適切事項） 

収入事務において、施設開 

放に伴い利用者から徴収す

べき電気代実費相当額の収

入未済１件、1,760円につい

て、神奈川県財務規則の規定

に反し、督促状を発行してい

なかった。 

 

不適切事項については、毎月

の収入未済一覧表を確認してい

なかったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな

いよう、平成 29年 10月 17日に

事務室内の会議で不適切事項の

周知を行うとともに、担当者だ

けでなく複数の職員での確認を

徹底することにより、適正な事

務の執行を図ることとした。 

神奈川県立有馬

高等学校 

平成29年６月

１日（平成29

年４月27日職

員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、修学旅 

行等引率指導業務に係る教

員特殊業務手当について、特

殊勤務手当実績整理簿へ記

載していなかったため、１

件、16,000円を支給していな

かった。 

 

不適切事項の教員特殊業務手

当については、該当職員が実績

整理簿の提出を失念したこと及

びその取りまとめから報告手続

に至る確認が不十分であったこ

とによるものであり、不支給の

教員特殊業務手当については平

成 29 年６月 16 日に本人に支給

した。 

今後は、このようなことがな

いよう、進行管理を徹底するこ

とにより、適正な事務執行に努

めることとした。 

神奈川県立鶴見

養護学校 

平成29年８月

９日（平成29

年４月28日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、産

業廃棄物の運搬及び処

分の委託契約（契約額

124,902 円）について、

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 契約事務については、原契

約の内容を踏まえずに、受託



 

予定数量を超える廃棄

物を処理させていたに

もかかわらず変更契約

を締結せずに契約金額

を 超 え る 委 託 料

（161,406 円）を支出し

ていた。 

２  財産管理事務におい

て、購入単価を 46,200

円（税抜）で積算してい

たレーザープリンタ１

台について、他の物品と

合わせた見積合せの結

果、取得価額が 50,112

円（税込）となり、５万

円（税込）以上であった

にもかかわらず、備品台

帳に記録していなかっ

た。 

者と協議や契約変更をするこ

となく、予定数量を超過した

廃棄物に対応した支出を行っ

たことによるものである。 

  今後は、このようなことが

ないよう、変更契約時には関

係職員間において原契約の確

認を徹底することにより、適

正な事務執行に努めることと

した。 

２ 財産管理事務については、

関係規定の理解が不十分であ

ったことよるものであり、平

成 29 年５月１日に備品台帳

への記録を行った。 

  今後は、このようなことが

ないよう、関係規定の周知徹

底を図るとともに、複数の職

員による確認体制を強化する

ことにより、適正な事務執行

に努めることとした。 

神奈川県立瀬谷

養護学校 

平成29年７月

28日（平成29

年４月20日職

員調査） 

（不適切事項） 

予算の執行において、平成

28年度学校給食調理場の定

期検査（３回目）に係る学校

薬剤師への謝礼金１件、

10,000円について、支出負担

行為としての整理が年度を

超えて遅延していたため、平

成29年度の歳出として整理

する必要があったにもかか

わらず、平成28年度予算によ

り支出していた。 

 

不適切事項については、職員

の財務規則等の理解不足や進行

管理が不十分であったことによ

るものである。 

 今後は、このようなことがな

いよう、確認体制を強化すると

ともに、複数の職員による進行

管理を徹底することにより、適

正な事務執行に努めることとし

た。 

神奈川県立三ツ

境養護学校 

平成29年６月

27日（平成29

年４月20日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、スクー

ルバス運行業務委託契約（契

約額4,460,400円）の締結に

当たり、会計局長通知による

契約書作成日の特例に該当

しないにもかかわらず、契約

 

不適切事項については、会計

局長通知による契約書作成日の

特例に係る理解が不十分だった

ことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、事務職員及び管理職が



 

締結日である平成28年９月

２日から遡及して、同月１日

から契約の効力が生じるこ

ととしていた。 

一体となって業務の進行及び関

連法令を確認することにより、

適切な事務執行に努めることと

した。 

神奈川県立えび

な支援学校 

平成29年９月

５日（平成29

年２月22日職

員調査） 

（不適切事項） 

物品管理事務において、備

品３点及び消耗品１式（総評

価額897,116円）の寄附受入

れに当たり、神奈川県財務規

則に基づく物品取得調書の

作成及び出納の通知を行っ

ていなかった。 

 

不適切事項については、物品

の取得に係る事務手続の認識が

不十分だったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、一連の事務手続の行程

表を作成し、適正な事務執行に

努めることとした。 

 


